
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
提
出

質

問

第

八

八

号

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

大

西

健

介
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年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

昨
年
十
二
月
十
九
日
、
菅
官
房
長
官
か
ら
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
改
革
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
が

手
交
さ
れ
た
の
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
場
合
、
こ
の
文
書
は
、
「
官
邸
の
指
示
」
な
の
か
、
こ
の
文
書
の
性
質
如
何
。
ま

た
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

内
閣
官
房
提
出
の
「
内
閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要
旨
調
」
に
よ
れ
ば
、
厚
労
省
は
、
二
月
下
旬
に
「
独
立
行
政
法

人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
」
の
提
出
を
予
定
し
て

お
り
、
そ
の
中
で
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
お
け
る
役
員
数
の
変
更
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
一
方
で
、
「
『
提
出
予
定
』
以
外
の
検
討
中
の
も
の
」
と
し
て
「
年
金
積
立
金
管
理
運
用
機
構
法
案
」
を
挙
げ
て
い

る
。
同
一
の
組
織
に
関
す
る
法
案
を
同
じ
国
会
の
中
で
二
度
に
分
け
て
提
出
す
る
こ
と
の
合
理
的
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

三

社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
検
討
す
る
作
業
班
の
会
合
に
担
当
局

長
で
あ
る
香
取
年
金
局
長
の
参
加
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
報
道
が
あ
る
が
事
実
か
。
ま
た
、
そ
の
理
由
如
何
。

四

本
年
一
月
五
日
付
で
水
野
弘
道
氏
が
就
任
し
た
Ｃ
Ｉ
Ｏ
（
最
高
投
資
責
任
者
）
な
る
役
職
の
組
織
上
の
権
限
と
そ
の
法
的

根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
水
野
氏
の
理
事
兼
Ｃ
Ｉ
Ｏ
就
任
の
た
め
に
、
年
俸
規
定
を
変
更
し
た
の
は
事
実
か
。

一



事
実
で
あ
る
場
合
、
そ
の
経
緯
と
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
は
、
水
野
氏
か
ら
の
再
三
の
就
任
挨
拶
の
申
し
出
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
月
上
旬
に
至
る

ま
で
一
ケ
月
以
上
会
わ
な
か
っ
た
と
い
う
報
道
が
あ
る
が
事
実
か
。
た
と
え
多
忙
で
あ
っ
て
も
短
時
間
の
面
談
は
可
能
と
考

え
る
が
、
面
談
が
遅
れ
た
理
由
如
何
。

六

こ
れ
ま
で
に
、
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
作
業
班
に
、
塩
崎
大
臣
の
長
男
・
塩
崎
彰
久
氏
が
出
席

し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
は
、
塩
崎
彰
久
氏
か
ら
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
連
し
て
資
料
や

情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
守
秘
義
務
等
の
問
題
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


